
 
 

 

 

 

 

 

第１３章 スプリンクラー設備  
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１ 特定施設水道連結型スプリンクラー設備の設置 

 

特 定 施 設 水 道 連 結 型 ス プ リ ン ク ラ ー 設 備 の う ち 、受 水 槽 式 に つ い て は 第 1 0 章

「 受 水 槽 」 に 準 じ る も の と す る 。 こ こ で は 「 水 道 直 結 式 ス プ リ ン ク ラ ー 設 備 」

に つ い て 述 べ る も の と す る 。  

 

２ 定義 

 

（ １ ） 特 定 施 設 水 道 連 結 型 ス プ リ ン ク ラ ー 設 備  

当 該 ス プ リ ン ク ラ ー に 使 用 す る 配 管 の 一 部 若 し く は 全 部 が 水 道 の 用 に

供 す る 水 管 に 連 結 さ れ た も の を い う 。 （ 図 １ ３ － １ 参 照 ）  

特 定 施 設 水 道 連 結 型 ス プ リ ン ク ラ ー 設 備 を 貯 水 槽 方 式 で 使 用 す る 場 合

の 水 質 管 理 区 分 は 、貯 水 槽 よ り 下 流 側 に つ い て は 設 置 者 の 管 理 範 囲 で あ る 。 

特 定 施 設 水 道 連 結 型 ス プ リ ン ク ラ ー 設 備 を 構 成 す る 配 管 系 統 の 範 囲 は 、

水 源（ 消 防 法 施 行 令（ 昭 和 ３ ６ 年 政 令 第 ３ ７ 号 ）第 １ ２ 条 第 ２ 項 第 ４ 号 た

だ し 書 き に よ り 必 要 水 量 を 貯 留 す る た め の 施 設 を 設 け な い も の に あ っ て

は 、水 道 事 業 者 が 施 設 し た 配 水 管 か ら 分 岐 し て 設 け ら れ た 給 水 管 ）か ら ス

プ リ ン ク ラ ー ヘ ッ ド ま で の 部 分 で あ る 。た だ し 、配 水 管 が 水 源 で あ り 、水

道 法 施 行 規 則 第 １ ２ 条 の ２ 第 ２ 号 に 掲 げ る 水 道 メ ー タ ー が 設 置 さ れ て い

る 場 合 に あ っ て は 、 水 源 か ら 水 道 メ ー タ ー ま で の 部 分 を 除 く 。  

ま た 、特 定 施 設 水 道 連 結 型 ス プ リ ン ク ラ ー 設 備 の う ち 、水 道 法 第 ３ 条 第

９ 項 に 規 定 す る 給 水 装 置 に 直 結 す る 範 囲（ 以 下 、「 水 道 直 結 式 ス プ リ ン ク

ラ ー 設 備 」 と い う 。 ） に つ い て は 、 水 道 法 の 適 用 を 受 け る こ と 。  

 

（ ２ ） 小 規 模 社 会 福 祉 施 設 等  

改 正 消 防 法 施 行 令 で 規 定 す る 小 規 模 社 会 福 祉 施 設 等 と は 、消 防 法 施 行 令

で 定 め る 防 火 対 象 区 域 で 区 分 さ れ る 第 ６ 項（ ロ ）及 び 第 ６ 項（ ハ ）に 該 当

す る 小 規 模 社 会 福 祉 施 設 で あ る 。第 ６ 項（ ロ ）に 該 当 す る 施 設 は 、養 護 老

人 ホ ー ム 、有 料 老 人 ホ ー ム（ 避 難 が 困 難 な 要 介 護 者 を 主 と し て 入 居 さ せ る

も の 。）、障 害 児 入 居 施 設 、障 害 者 支 援 施 設（ 避 難 が 困 難 な 障 害 者 を 主 と

し て 入 所 さ せ る も の 。）等 の 施 設 で あ る 。第 ６ 項（ ハ ）に 該 当 す る 施 設 は 、

老 人 福 祉 セ ン タ ー 、 老 人 デ イ サ ー ビ ス セ ン タ ー 、 児 童 発 達 支 援 セ ン タ ー 、
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身 体 障 害 者 福 祉 セ ン タ ー 等 の 施 設 で あ る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 １ ３ -１  特 定 施 設 水 道 連 結 型 ス プ リ ン ク ラ ー 設 備 の 給 水 方 式  そ の １  

 

  ※ 新 居 浜 市 で は 直 結 式 の う ち 、 直 結 増 圧 式 は 認 め て い な い 。  
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図 １ ３ -１  特 定 施 設 水 道 連 結 型 ス プ リ ン ク ラ ー 設 備 の 給 水 方 式  そ の ２  
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３ 運用及び解釈 

 

平 成 １ ９ 年 ６ 月 消 防 法 が 一 部 改 正 さ れ 小 規 模 の 認 知 症 高 齢 者 グ ル ー プ ホ ー

ム 等 の 社 会 福 祉 施 設 （ 以 下 、 「 小 規 模 社 会 福 祉 施 設 等 」 と い う 。 ） に お い て ス

プ リ ン ク ラ ー 設 備 等 の 設 置 基 準 が 強 化 さ れ 、 給 水 装 置 に 直 結 す る 「 水 道 直 結 式

ス プ リ ン ク ラ ー 設 備 」 が 認 め ら れ る こ と と な っ た 。 こ の 取 り 扱 い に つ い て は 厚

生 労 働 省 か ら 「 消 防 法 施 行 令 及 び 消 防 法 施 行 規 則 の 改 正 に 伴 う 特 定 施 設 水 道 連

結 型 ス プ リ ン ク ラ ー 設 備 の 運 用 に つ い て 」 、 総 務 省 か ら 「 消 防 法 施 行 令 の 一 部

を 改 正 す る 政 令 等 の 運 用 に つ い て 」 が 示 さ れ て お り 、 そ の 解 釈 及 び 運 用 は 次 の

と お り と な る 。  

 

（ １ ） 水 道 直 結 式 ス プ リ ン ク ラ ー 設 備 は 水 道 法 （ 法 第 ３ 条 第 ９ 項 ） の 適 用 を

受 け る 。  

 

（ ２ ） 水 道 直 結 式 ス プ リ ン ク ラ ー 設 備 の 工 事 及 び 整 備 は 、 消 防 法 の 規 定 に よ

り 必 要 な 事 項 に つ い て は 消 防 設 備 士 が 責 任 を 負 い 、 指 定 給 水 装 置 工 事 事

業 者 が 消 防 設 備 士 の 指 導 の 下 で 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

 

（ ３ ）分 岐 す る 配 水 管 か ら ス プ リ ン ク ラ ー ヘ ッ ド ま で の 水 理 計 算 及 び 給 水 管 、

給 水 用 具 の 選 定 は 、 消 防 設 備 士 が 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

 

（ ４ ） 水 道 直 結 式 ス プ リ ン ク ラ ー 設 備 の 工 事 は 、 水 道 法 に 定 め る 給 水 装 置 工

こ と と し て 指 定 給 水 装 置 工 事 事 業 者 が 施 工 し な け れ ば な ら な い 。  

 

（ ５ ） 水 道 直 結 式 ス プ リ ン ク ラ ー 設 備 は 、 消 防 法 令 適 合 品 を 使 用 す る と と も

に 、 基 準 省 令 に 適 合 し た 給 水 管 、 給 水 用 具 で あ る こ と 、 ま た 、 設 置 さ れ

る 設 備 は 構 造 材 質 基 準 に 適 合 し て い な け れ ば な ら な い 。  

 

（ ６ ） 停 滞 水 及 び 停 滞 空 気 の 発 生 し な い 構 造 で な け れ ば な ら な い 。  

 

（ ７ ） 災 害 そ の 他 正 当 な 理 由 に よ っ て 、 一 時 的 な 断 水 や 水 圧 低 下 に よ り そ の

性 能 が 十 分 発 揮 さ れ な い 状 況 が 生 じ て も 水 道 事 業 者 に 責 任 は 生 じ な い 。  
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４ 対象施設 

 

改 正 消 防 法 施 行 令 で 規 定 す る 小 規 模 社 会 福 祉 施 設 等  

 

５ 調査 

 

水 道 直 結 式 ス プ リ ン ク ラ ー 設 備 の 設 置 を 申 込 し よ う と す る も の は 、 設 計 前 に

分 岐 し よ う と す る 配 水 管 の 口 径 、 最 小 動 水 圧 等 に つ い て 十 分 に 調 査 す る と と も

に 、 計 画 の 早 い 時 期 に 新 居 浜 市 消 防 署 担 当 課 及 び 上 下 水 道 局 水 道 工 務 課 と 協 議

し 、 設 置 の 可 否 に つ い て 確 認 を し て お く こ と 。 事 務 手 続 き に つ い て は 別 紙 「 水

道 直 結 式 ス プ リ ン ク ラ ー 設 備 設 置 に お け る 事 務 手 続 き フ ロ ー 」 を 参 照 の こ と 。 

 

６ 設置条件 

 

（ １ ） 配 水 管 か ら 分 岐 し て 設 置 さ れ た 給 水 管 か ら ス プ リ ン ク ラ ー ヘ ッ ド ま で の

区 間 に つ い て 、 水 理 計 算 を 行 い 、 十 分 な 吐 水 量 が 確 保 さ れ る こ と が 確 認 で

き る こ と 。 な お 、 水 理 計 算 は 消 防 設 備 士 が 行 う こ と 。  

 

（ ２ ） ス プ リ ン ク ラ ー 設 備 を 設 置 す る も の は 、 別 紙 「 水 道 直 結 式 ス プ リ ン ク ラ

ー 設 備 設 置 条 件 承 諾 書 」に よ り 、設 置 条 件 等 に つ い て 承 諾 す る も の と す る 。  

 

（ ３ ） ス プ リ ン ク ラ ー 設 備 の 配 管 計 画 、 使 用 材 料 等 に つ い て 、 新 居 浜 市 消 防 署

担 当 課 の 承 認 を 得 て い る こ と 。  

 

（ ４ ） そ の 他 関 係 法 令 に 準 拠 し て い る こ と 。  

 

７ 設計水量 

 

ス プ リ ン ク ラ ー 系 統 の 計 画 使 用 水 量 は 、 一 般 給 水 水 量 は 含 ま な い も の と す

る 。 給 水 申 込 に お け る 配 水 管 分 岐 及 び 量 水 器 の 口 径 は 、 ス プ リ ン ク ラ ー 系 統 及

び 一 般 給 水 系 統 そ れ ぞ れ に 水 理 計 算 を 行 い 、 大 き い 方 の 口 径 を 採 用 す る も の と

す る 。  
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８ 給水申込に添付する書類 

 

（ １ ） 給 水 計 画 平 面 図  

（ ２ ） ア イ ソ メ ト リ ッ ク 図  

（ ３ ） 水 理 計 算 書  

（ ４ ） 水 道 直 結 式 ス プ リ ン ク ラ ー 設 備 設 置 条 件 承 諾 書  

注 ） （ １ ） 、 （ ２ ） 、 （ ３ ） に つ い て は 消 防 署 の 承 認 を 得 て い る こ と を 確 認

で き る も の と す る 。  
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  年   月   日  

 

水 道 直 結 式 ス プ リ ン ク ラ ー 設 備 設 置 条 件 承 諾 書  

 

 新 居 浜 市 長        様  

住 所  

                   所 有 者  

                      氏 名  

    

水 道 直 結 式 ス プ リ ン ク ラ ー 設 備 を 設 置 す る に 当 た り 、次 の 設 置 条 件 に つ い て

承 諾 す る と と も に 、 設 備 を 適 切 に 管 理 す る こ と を 誓 約 い た し ま す 。  

 

設 置 条 件  

１  災 害 、 そ の 他 正 当 な 理 由 （ 配 水 管 事 故 、 制 限 給 水 、 計 画 的 な 水 道 施 設 の 工 事

等 ）に よ り 、一 時 的 な 断 水 や 水 圧 低 下 が 発 生 し た 場 合 、水 道 直 結 式 ス プ リ ン ク

ラ ー 設 備 が 機 能 し な い ま た は 十 分 に 性 能 が 発 揮 さ れ な い 状 況 が 生 じ て も 、新 居

浜 市 上 下 水 道 局 の 責 任 は 一 切 問 い ま せ ん 。  

２  水 道 直 結 式 ス プ リ ン ク ラ ー 設 備 の 設 置 に 起 因 し て 、逆 流 ま た は 漏 水 が 発 生 し 、

上 下 水 道 局 ま た は そ の 他 の 使 用 者 等 に 損 害 を 与 え た 場 合 は 、責 任 を 持 っ て 補 償

い た し ま す 。  

３  水 道 直 結 式 ス プ リ ン ク ラ ー 設 備 が 設 置 さ れ た 部 屋 を 賃 貸 若 し く は 宿 泊 等 に 提

供 す る 場 合 は 、本 設 備 が 条 件 付 で あ る こ と を 賃 借 人 ま た は 使 用 者 に 十 分 に 説 明

し 、 熟 知 さ せ ま す 。  

４  水 道 直 結 式 ス プ リ ン ク ラ ー 設 備 の 所 有 者 を 変 更 す る 時 は 、 上 記 １ 、 ２ 、 ３ の

事 項 に つ い て 譲 渡 人 に 継 承 さ せ 、新 し い 所 有 者 か ら 所 有 者 の 変 更 届 及 び「 水 道

直 結 式 ス プ リ ン ク ラ ー 設 備 設 置 条 件 承 諾 書 」 を 上 下 水 道 局 に 提 出 さ せ ま す 。  

５  水 道 直 結 式 ス プ リ ン ク ラ ー 設 備 の 維 持 管 理 上 の 必 要 事 項 及 び 維 持 管 理 担 当 者

の 連 絡 先 を 見 や す い 場 所 に 掲 示 し 、 関 係 者 に 周 知 い た し ま す 。  

６  水 道 直 結 式 ス プ リ ン ク ラ ー 設 備 は 給 水 装 置 で あ る こ と を 認 識 し 、 日 常 の 保 守

点 検 及 び 修 理 等 の 維 持 管 理 に 努 め ま す 。ま た 、設 備 を 変 更 す る 場 合 は 消 防 署 及

び 上 下 水 道 局 と 協 議 の 上 、指 定 給 水 装 置 工 事 事 業 者 を 通 じ て 改 造 申 込 を い た し

ま す 。  
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水 道 直 圧 式 ス プ リ ン ク ラ ー 設 備 設 置 に お け る 事 務 処 理 フ ロ ー  
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